
奥出雲町カーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金交付要綱 

令和７年  月  日  

奥出雲町告示第  号  

（趣旨） 

第１条 この告示は、二酸化炭素排出削減による地球温暖化防止及び環境保全と循

環型社会のシステムづくりを推進し、奥出雲町内における再生可能エネルギー設

備の導入促進を図るため、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、二

酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付

要綱（令和４年環政計発第２２０３３０１号。以下「国要綱」という。）、地域

脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年環政計発第２２０３３０３

号。以下「国要領」という。）及び奥出雲町補助金交付規則（平成１７年奥出雲

町規則第４２号）に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 個人 奥出雲町の住民基本台帳に記録されている者をいう。 

 ⑵ 事業者等 奥出雲町に事業所を持つ民間事業者等（電気事業法（昭和３９年

法律第１７０号）に基づく電気事業者を除く。）をいう。 

 ⑶ 太陽光発電システム 太陽光を利用して電力を発生させる設備及びパワーコ

ンディショナー、架台その他これに付随する設備をいう。 

 ⑷ 蓄電池設備 充電を行うことで電気を蓄え、繰り返し使用することができる

電池設備をいう。 

 ⑸ ＨＥＭＳ設備 太陽光発電システムの付帯設備として導入するエネルギーマ

ネジメントシステムをいう。 

 ⑹ ＰＰＡ ＰＰＡ事業者が住宅若しくは住宅の敷地又は事業者等若しくは事業

者等の敷地に太陽光発電設備等を自ら設置し、所有し、維持管理した上で、当

該太陽光発電設備等から発電された電力を個人又は事業者等に供給するサービ

スを提供し、個人又事業者等から当該サービス料金の支払いを受けるものをい

う。 



 ⑺ ＰＰＡ事業者 個人又は事業者等に対してＰＰＡにより電力を供給するサー

ビスを提供する事業者をいう。 

 ⑻ リース契約 個人又は事業者等が希望する太陽光発電設備等をリース事業者

が代わりに購入して個人又は事業者等に使用させ、個人又は事業者等から当該

設備の使用に係る支払いを受けるものをいう。 

 ⑼ リース事業者 太陽光発電設備等の貸渡しを業とする事業者をいう。 

 （交付対象設備） 

第３条 奨励金の交付の対象となる設備（以下「交付対象設備」という。）は、別

表第１に掲げる交付対象要件を満たす設備とおりとする。 

（交付対象者）  

第４条 奨励金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、別表第

２の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内容を満たすものとする。 

（交付対象経費等）  

第５条 奨励金の交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）及び奨

励金の額は、別表第３に定めるものとする。 

２ 交付対象設備の種類が複数ある場合における奨励金の額は、その種類別に算出

するものとする。 

３ 前２項の規定により交付対象設備の種類別に算出した奨励金の額に１，０００

円未満の端数が生じた場合は、交付対象設備の種類別にこれを切り捨てるものと

する。 

（交付申請） 

第６条 交付対象者が奨励金の交付を申請しようとするときは、カーボンニュート

ラル推進設備導入促進事業奨励金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる

書類を添えて町長に提出しなければならない。 

⑴ 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し。ただし、工事請負契約書の写

し又は売買契約書の写しに、次に掲げる内容が記載されていない場合には、工

事請負契約書の写しについてはア及びイを、売買契約書の写しについてはイ及

びウに掲げる事項を記載したカーボンニュートラル推進設備導入に関する工事

内訳書（様式第２号）又はそれに代わる書類（内訳書等）を提出しなければな



らない。 

ア 交付対象設備に限定した工事着工予定日及び工事完了予定日 

イ 交付対象設備についての交付対象経費金額 

ウ 建売住宅引渡し予定日 

⑵ 申請者が自己で交付対象設備の設置工事等を行う場合には、工事等に係る申

立書（様式第３号） 

⑶ 交付対象設備の仕様等が確認できる図面、仕様書、カタログ等 

⑷ 交付対象設備を設置する箇所の位置図及び設置予定箇所の現況写真 

⑸ 導入予定の交付対象設備が未使用品であること（中古品でないこと）の証明

書（様式第４号） 

⑹ 町税及び町に対する債務の滞納がないことを調査するための同意書（様式第

５号）及び発行後３箇月以内の世帯構成員全員が記載された住民票 

⑺ 自己の所有ではない建物に交付対象設備を設置する場合には、所有者の承諾

書（様式第６号） 

⑻ 口座振替払申出書兼債権者登録（新規・変更）申出書（口座を新規及び変更

登録する場合） 

２ 前項に規定する申請書の提出期限は、交付対象設備の設置に係る工事着工日又

は交付対象設備を設置した建売住宅の購入における引渡し日以前とする。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、適正と認めるときは、カーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金交

付決定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。 

（変更交付申請） 

第８条 交付対象者は、次の各号に掲げる変更が生じたときは、速やかにカーボン

ニュートラル推進設備導入促進事業奨励金変更交付申請書（様式第８号）を町長

に提出し、承認を受けなければならない。 

⑴ 工事完了予定日までに交付対象設備の設置が完了しないとき。 

⑵ 交付対象設備の内容を変更するとき。 

⑶ 交付対象経費の額を変更するとき。 



⑷ 奨励金交付申請額を変更するとき。 

⑸ その他目的の達成に影響を与える変更が生じたとき。 

２ 交付対象者は、やむを得ない事情等により事業を中止しようとするときは、速

やかにカーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金中止承認申請書（様式

第９号）を町長に提出しなければならない。 

（実績報告）  

第９条 交付対象者は、事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は奨

励金の交付決定を受けた日の属する年度の３月末日のいずれか早い日までにカー

ボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金実績報告書（様式第１０号）に次

の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

⑴ 交付対象設備の設置状況が確認できるカラー写真 

⑵ 申請者が交付対象経費を支払っていることが証明できる交付対象設備の設置

に係る領収書の写し 

 ⑶ 前号の領収書に記載されている額が、対象外経費を含んでいる場合には、カ

ーボンニュートラル推進設備導入に関する領収書内訳書（様式第１１号）又は

それに代わる書類 

⑷ 建売物件の場合は、建築確認済証の写し及び太陽光発電付き建売住宅が確認

できる図面 

⑸ 新築の建屋（建て替えの物件は除く。）に交付対象設備が設置された場合、

及び建売住宅の場合は、その建屋住所に登録された世帯構成員全員が記載され

た住民票 

（奨励金額の確定) 

第１０条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、実績報告

書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業

等の成果が奨励金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査

し、適合すると認めたときは、交付すべき奨励金の額を確定し、カーボンニュー

トラル推進設備導入促進事業奨励金確定通知書（様式第１２号）により交付対象

者に通知するものとする。 

（奨励金の交付) 



第１１条 町長は、前条の規定による奨励金の交付額の確定後、カーボンニュート

ラル推進設備導入促進事業奨励金請求書（様式第１３号）による交付対象者から

の請求に基づき奨励金を交付するものとする。 

（取得財産の管理) 

第１２条 交付対象者は、交付対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理

者の注意をもって管理するとともに、奨励金の交付の目的に従いその適正な運用

を図らなければならない。この場合において、交付対象者は天災地変その他事業

者の責に帰することのできない理由により、対象設備がき損され、又は滅失した

ときは、その旨を町長に届け出なければならない。 

（財産処分の制限等) 

第１３条 交付対象者は、奨励金により取得し、又は効用の増加した交付対象設備

を町長の承認を受けないで、奨励金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け又は担保に供してはならない。 

２ 交付対象者は、前項に規定する承認を受けようとする場合には、カーボンニュ

ートラル推進設備導入促進事業奨励金財産処分承認申請書（様式第１４号）を町

長に提出するものとする。 

３ 交付対象設備のうち、第１項に規定する町長の承認が必要と定めるものは、取

得価格又は効用の増加価格が１０万円を超えるものとする。 

４ 前条及び第１項に規定する財産処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当

する期間とする。 

（交付決定の取消) 

第１４条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第５条の

規定により交付決定した奨励金の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 奨励金の交付決定後の事情の変更により、事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき。 

⑵ 奨励金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。 

⑶ 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑷ 交付対象事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反



したとき。 

２ 前項の規定は、事業について交付すべき奨励金の額の確定があった後において

も適用できるものとする。 

（奨励金の返還) 

第１５条 町長は、第１３条第２項の規定による申請があった場合又は前条の規定

により交付決定の取消しを行った場合において、既に奨励金が交付されていると

きは、期限を定めて当該奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（帳簿の保管) 

第１６条 交付対象者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証

拠書類を備え、奨励金の交付決定を受けた日に属する年度の翌年度から起算して

５年間保管しなければならない。 

（委任) 

第１７条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年１１月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

交付対象設備 交付対象要件 

太陽光発電システム 次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

 ⑴ 国要領別紙２の重点加速化事業ア（ア）太陽

光発電設備（自家消費型）に定める交付要件を

満たすこと。 

 ⑵ 次の要件のいずれかを満たすこと。 

ア 町内の個人又は事業者等が建物の屋根又は

敷地（ＰＰＡ事業者又はリース事業者の場合

はサービスの提供を受ける個人又は事業者等

若しくは奥出雲町が所有権を有する建物の屋

根又は敷地）に設置するものであること。 

イ 町内の個人又は事業者等が敷地外の建物の

屋根等に設置する設備で発電する電力を自営

線により当該個人又は事業者等に供給して消

費すること。 

 ⑶ 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を

利用していないこと。 

蓄電池設備 太陽光発電システムの付帯設備として設置する事業

で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

 ⑴ 国要領別紙２の重点加速化事業ア（イ）蓄電

池に定める交付要件を満たすこと。 

 ⑵ 次の要件のいずれかを満たすこと。 

ア 町内の個人又は事業者等が建物の屋根又は

敷地（ＰＰＡ事業者又はリース事業者の場合

はサービスの提供を受ける個人又は事業者等

若しくは奥出雲町が所有権を有する建物の屋

根又は敷地）に設置するものであること。 

イ 町内の個人又は事業者等が敷地外の建物の



屋根等に設置する設備で発電する電力を自営

線により当該個人又は事業者等に供給して消

費すること。 

 ⑶ 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を

利用していないこと。 

ＨＥＭＳ設備 太陽光発電システムの付帯設備として設置する事業

で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

 ⑴ 国要領別紙２の重点加速化事業ア（カ）その

他基盤インフラ設備（自営線・エネルギーマネ

ージメントシステム等）に定める交付要件を満

たすこと。 

 ⑵ 町内に設置されるものであること。 

 ⑶ 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を

利用していないこと。 

木質バイオマス熱利用

設備 

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

 ⑴ 国要領別紙２の重点加速化事業イ（ケ）熱利

用設備（再生可能エネルギー熱（太陽熱利用・

バイオマス熱利用）・未利用熱利用設備（地下

水熱、下水熱、河川熱、温泉熱、地中熱、雪氷

熱等））のバイオマスの熱利用に係る交付要件

を満たすこと。 

 ⑵ 町内に設置されるものであること。 

 ⑶ 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を

利用していないこと。 

家庭用高効率空調設備 次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

 ⑴ 国要領別紙２の重点加速化事業エ（ヌ）高効

率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯

器、コージェネレーション等の高効率空調機器

に係る交付要件を満たすこと。 



 ⑵ 町内に設置されるものであること。 

 ⑶ 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を

利用していないこと。 

 

別表第２（第４条関係） 

ア 太陽光発電システム・蓄電池設備・ＨＥＭＳ設備 

区分 交付対象者 

購入 次の各号の要件を満たす需要家とする。 

 ⑴ 個人又は事業者等であること。 

 ⑵ 町税の滞納がないこと。 

 ⑶ 奥出雲町暴力団排除条例（平成２４年奥出雲

町条例第１号）に規定する暴力団及び暴力団員

並びにそれらの利益となる活動を行う者でない

こと。 

ＰＰＡ 以下の各号の要件を満たすＰＰＡ事業者とし、需要

家については、上記購入の各号の要件を満たす者と

する。 

⑴ 法人その他の団体（市町村及び一部事務組合

を除く。以下同じ。）であること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の４第１項各号に該当するもの

でないこと。 

 ⑶ 町税の滞納がないこと。 

 ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に

基づく更生手続き開始の申立て中又は更生手続

中でないこと。 

 ⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づく再生手続開始の申立て中又は再生手続中

でないこと。 



 ⑹ ＰＰＡ事業者に奨励金が交付された場合、奨

励金相当額が需要家に対するサービス料金から

控除されるものであること。 

 ⑺ ＰＰＡ事業者は、事業により導入した太陽光

発電システムについて、処分制限期間満了まで

継続的に使用するために必要な措置等を証明で

きる書類を具備すること。 

リース 次の各号の要件を満たすリース事業者とし、需要家

（貸借人）については、上記購入の各号の要件を満

たすものとする。 

 ⑴ 法人その他の団体であること。 

 ⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号

に該当するものでないこと。 

 ⑶ 町税の滞納がないこと。 

 ⑷ 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て

中又は更生手続中でないこと。 

 ⑸ 民事再生法に基づく再生手続開始の申立て中

又は再生手続中でないこと。 

 ⑹ リース事業者に奨励金が交付された場合、奨

励金相当分が貸借人に対するリース料金から控

除されるものであること。 

 ⑺ リース事業者は、事業により導入した太陽光

発電システムについて、処分制限期間満了まで

継続的に使用するために必要な措置等を証明で

きる書類を具備すること。 

 ⑻ リース事業者は、リース期間が処分制限期間

よりも短い場合は、所有権移転リース取引又は

再リースにより、処分制限期間満了まで継続的

に使用することを担保すること。 



イ 木質バイオマス熱利用設備・家庭用高効率空調設備 

購入 次の各号の要件を満たす需要家とする。 

 ⑴ 個人又は事業者等であること。 

 ⑵ 町税の滞納がないこと。 

 ⑶ 奥出雲町暴力団排除条例（平成２４年奥出雲

町条例第１号）に規定する暴力団及び暴力団員

並びにそれらの利益となる活動を行う者でない

こと。 

 

別表第３（第５条関係） 

交付対象設

備 

交付対象経費 奨励金の額 

太陽光発電

システム 

設備の導入に要す

る経費であって、

国要領別表第１に

定めるもの。ただ

し、消費税及び地

方消費税相当額

は、交付対象経費

から除く。 

次に掲げる区分に応じた額とする。 

⑴  個人又は事業者等（ＰＰＡ事業者

又はリース事業者が個人又は事業者

等の施設等に設置する場合を含

む。）：太陽光発電システムの最大出

力１ｋＷ（小数点以下２桁未満は切

り捨てる。以下同じ。）あたり７万

円。ただし、奥出雲町建設工事入札

参加資格者名簿の「電気工事」に登

録のある事業者等のうち、島根県内

に本社（本店）を置く事業者等が設

置する場合は、１ｋＷあたり１０万

円とし、奥出雲町内に本社を置く事

業者等が設置する場合は、１ｋＷあ

たり１５万円とする。 

 ⑵ ＰＰＡ事業者又はリース事業者（奥

出雲町の所有する公共施設等に設置す



る場合）：交付対象経費の１／２ 

蓄電池設備 次に掲げる区分に応じた額とする。 

⑴ 個人又は事業者等（ＰＰＡ事業者又

はリース事業者が個人又は事業者等の

施設等に設置する場合を含む。）：蓄電

池設備の価格（円／ｋＷｈ）の１／３

以内。ただし、下記価格の１／３を上

限とする。 

 ア ２０ｋＷ未満：１４．１万円／ｋ

Ｗｈ（工事費込み。税抜き） 

 イ ２０ｋＷ以上：１６．０万円／ｋ

Ｗｈ（工事費込み。税抜き） 

 ⑵ ＰＰＡ事業者又はリース事業者（奥

出雲町の所有する公共施設等に設置す

る場合）：蓄電池設備の価格（円／ｋ

Ｗｈ）の２／３以内。ただし、下記価

格の２／３を上限とする。 

 ア ２０ｋＷ未満：１４．１万円／ｋ

Ｗｈ（工事費込み。税抜き） 

 イ ２０ｋＷ以上：１６．０万円／ｋ

Ｗｈ（工事費込み。税抜き） 

ＨＥＭＳ設

備 

交付対象経費の２／３以内。ただし、１０

万円を上限とする。 

木質バイオ

マス熱利用

設備 

交付対象経費の２／３以内 

家庭用高効

率空調設備 

交付対象経費の１／２以内。ただし、１０

万円を上限とする。 

 


